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議案第29号 説明資料 

幕別町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町職員の育児休業等に関する条例 
（平成４年３月23日 条例第６号） 

 

第１条～第６条   略 

 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第７条   略 

２ 給与条例第17条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員

（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第１項に規定する会計年度

任用職員（次条において「会計年度任用職員」という。）を除く。）のうち、基

準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に

係る勤勉手当を支給する。 

 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第８条 育児休業をした職員（会計年度任用職員を除く。）が職務に復帰した場合

において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児

休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務し

たものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日

（給与条例第５条第４項に規定する職員の昇給を行う日をいう。）又はそのいず

れかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。 

 

 

第９条～第19条   略 

 

（部分休業の承認） 

第20条 部分休業（育児休業法第19条第１項に規定する部分休業をいう。以下

○幕別町職員の育児休業等に関する条例 
（平成４年３月23日 条例第６号） 

 

第１条～第６条   略 

 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第７条   略 

２ 給与条例第17条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員

のうち、基準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当

該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

 

 

 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第８条 育児休業をした職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２

第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）が職務に復帰した場合において、

部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間

を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみ

なして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日（給与条例第

５条第４項に規定する職員の昇給を行う日をいう。）又はそのいずれかの日に、

昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。 

 

第９条～第19条   略 

 

（部分休業の承認） 

第20条 部分休業（育児休業法第19条第１項に規定する部分休業をいう。以下
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現  行  条  例 改  正  条  例 

同じ。）の承認は、正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間勤務

職員を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員につ

いて定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行

うものとする。 

２   略 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤

職員について１日につき定められた勤務時間から５時間45分を減じた時間を

超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）第

61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をする

ための時間（以下「介護をするための時間」という。）の承認を受けて勤務

しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当

該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を

減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

 

第21条～第25条   略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ。）の承認は、正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間勤務

職員を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員につ

いて定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行

うものとする。 

２   略 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤

職員について１日につき定められた勤務時間から５時間45分を減じた時間を

超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）第

61条の２第20項の規定による介護をするための時間（以下「介護をするため

の時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を

超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該介護をするため

の時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行

うものとする。 

 

第21条～第25条   略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


